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地籍調査促進検討小委員会の設置について

平成１９年２月２３日

国土交通省土地・水資源局国土調査課

地籍調査の国土調査法上の位置付け

・ 定義
毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調

査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を
地図及び簿冊に作成すること（国土調査法第２条第５項）

・ 成果の写しの送付等
前条第二項の規定により国土調査の成果を認証した場

合においては、当該調査に係る土地の登記の事務をつ
かさどる登記所に、当該成果の写しを送付しなければな
らない（国土調査法第２０条第１項抜粋）
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登記所備付地図登記所備付地図
367.5367.5万枚万枚
（（5656％）％）

地図に準ずる図面地図に準ずる図面
286286万枚万枚
（（4444％）％）

総枚数

653.5万枚

登記所備え付けの図面の現状

地籍図

317万枚

土地改良図等

80万枚

旧土地台帳附属
地図（公図）

206万枚

土地改良図等

50万枚

法務局作成地図

0.5万枚（平成１８年４月１日現在）

公図 地籍図

農地の公図と地籍図
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都市部の公図と地籍図

公図（戦災復興図） 地籍図

マイラー公図と地籍図

公図（フィルム化したもの） 地籍図
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124%96,85977,995計

156%5,6053,598その他

43%5,53312,832原野

164%56,26134,333山林

134%3,6542,737宅地

102%14,57114,287畑

110%11,23510,210田

（Ｂ） ｋ㎡（A） ｋ㎡
地
目

変動率
＝（ B ）／（ A ）＊１００調査後面積調査前面積区分

地籍調査実施前後における地目別面積の変動
（昭和４５年度～平成１６年度の認証成果）

地籍調査の効果

• 行政の視点
公共事業の効率化・コスト縮減
災害復旧の迅速化
公共物管理の効率化
課税の適正化
GISへの活用、等

• 住民の視点
境界トラブルの防止
土地取引・相続の円滑化、等
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道路改良事業における工事期間・費用の縮減事例

１年（６７％短縮）３年要する期間

１０百万円（６７％削減）３０百万円要する費用

８０，０００㎡（４７％減）１５０，０００㎡対象面積

地籍調査が行われていれば実際の事例

公共事業の効率化・コスト縮減

境界の確認に４年間、１億円が必要
（総事業期間：１７年）

【従前の公図】

【境界確定図】

民間の再開発事業への負担（六本木ヒルズ開発の例）

公共事業の効率化・コスト縮減
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災害復旧の迅速化

平成１１年９月、台風による集中豪雨
（岐阜県）

地籍調査済の地区では、土地境界確
認作業が円滑に進み約半年早く復旧
工事に着手

平成３年６月、雲仙普賢岳火砕流

地籍調査未実施であったため、災害
発生から約２年半後に用地交渉可
能な図面が完成

88.65%202.20 228.09 宅地73-1

94.84%219.47 231.40 宅地72-3

222.22%161.60 72.72 宅地72-2

151.46%464.97 307.00 宅地65

148.88%147.64 99.17 宅地62

103.56%512.62 495.00 宅地61-5

111.41%173.10 155.37 宅地61-4

増減率調査後面積(㎡)調査前面積（㎡)地目地番

地籍調査の前後における面積増減の例

（中国地方の市の例）

課税の適正化
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法定外公共財産管理

法定外公共財産管理：正確かつ効率的な財産管理が可能。

農地・森林管理公共座標をもつ大縮尺の地籍調査図
をＧＩＳのベース図面として活用

道路管理、上下水道管理、農地・森林等の管理

法定外公共物管理、固定資産管理

防災対策・災害復旧支援

都市計画、地域振興支援 等で活用

ＧＩＳへの活用

土地区画整理事業での地区界立ち会い時点での
不調箇所（※）数の比較

Ａ地区１９０ｈａ

100ｈａ当たり3.7件７件

１４３件

調査実施済み 調査未実施

（※）立ち会い時点の不調箇所：第１回目の関係権利者の現地立会いにおいて地区界点を確定できなかった箇所。

概ね同様の土地利用かつ同時期に行われた郊外型事業について比較した。

（７件の不調についても地籍調査の
結果を基に調整）

境界トラブルの防止

Ｂ地区２９３ｈａ

100ｈａ当たり48.8件

自分の土地の境界をすべて
把握しているか？

把握している（53％）把握していない
（46％） ※北陸地方のＡ市、Ｂ市での

町会長を対象としたアンケート
から

子供に土地を相続させたり、売買する前に
境界をはっきりさせておきたいか？

そうは思わない（4％）

そう思う（96％）
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官民境界の確認申請に伴う住民の負担（地籍調査未実施の都市の例）

○申請用資料の作成（測量）に伴う住民負担額

延長 ５５ｍ・・・約１６０万円

※条件により必要額は大きく異なり、

数十万円～３００万円程度まで多様。

○事務処理期間

左の事例で２ヶ月程度。標準事務処理期間を

４ヶ月とする地区もあり。

住民負担の軽減

○街区が不明確な場合、測量費用に３０～４０万円程度
かかってしまう。 Ｓ地区には高齢者の方が多く、土地の
売却自体をあきらめてしまうことになる。

○その結果住宅の老朽化が進むことになり、街の活性化
という点からも悪影響がある。

北海道Ｈ市のまちづくり団体の証言

47134,135 286,200全 体

4073,227184,094林 地

6949,83572,058農 地

498,736 17,793宅 地

192,33712,255Ｄ Ｉ Ｄ
（ 人 口 集 中 地 区 ）

進捗率

％

17年度末実績

k㎡
調査対象地域

k㎡

・対象面積は、全国土面積から国有林及び湖沼等の公有水面を除いた面積。

・宅地、農地、林地については、DID以外の地域を分類したもの。

地籍調査の実施状況
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地籍調査の実施状況（着手類型別）

完 了
市町村数
４０８

２２％

実 施
市町村数
１０８８

５９％

未着手
市町村数
３４８

１９％

全 国

市町村数 １８４４

（平成１８年度当初） 100%1,844合計

19%348地籍調査未着手

81%

(22%)

(40%)

(19%)

1,496

(408)

(733)

(355)

地籍調査着手

うち、全域完了

調査実施中

休止中

比率市町村数

地籍調査の実施状況（都道府県別）

47

62

92
88 86

59

47

60 62

17

34
29

12
19

12

31
27

13 12

28

36

11

22

12
7

11
6

2

16
10

17 19

40

82

48

55

22

79
76

40

73

94

56

66

55 54

74

99

0

50

100

全
　

国

北
海
道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神
奈
川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和
歌
山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿
児
島

沖
　

縄

79

88

100 100 100
95 93

99 97

57

67

57

30

47 46

57

85
82

61

92
86

57

79

39

64
58

31

23

64
57

100
95

100 100

83

100

76

89

100
96 95

100
96 99 96

100 100 100

0

50

100

全
　

国

北

海

道

青
　

森

岩
　

手

宮
　

城

秋
　

田

山
　

形

福
　

島

茨
　

城

栃
　

木

群
　

馬

埼
　

玉

千
　

葉

東
　

京

神

奈

川

新
　

潟

富
　

山

石
　

川

福
　

井

山
　

梨

長
　

野

岐
　

阜

静
　

岡

愛
　

知

三
　

重

滋
　

賀

京
　

都

大
　

阪

兵
　

庫

奈
　

良

和

歌

山

鳥
　

取

島
　

根

岡
　

山

広
　

島

山
　

口

徳
　

島

香
　

川

愛
　

媛

高
　

知

福
　

岡

佐
　

賀

長
　

崎

熊
　

本

大
　

分

宮
　

崎

鹿

児

島

沖
　

縄

進 捗 率

着 手 率



10

地籍調査の処理の流れ
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• 調査の実施主体は、市町村等

• 調査に係る費用負担の割合は、

国 １／２、 都道府県 １／４、 市町村 １／４
※市町村が実施主体の場合

• 地方公共団体の負担分のうち８割について、特別交付税
が交付される。

地籍調査の仕組み

国

50％

市町村

25％

都道府県

25％

実質負担

５％

特別交付税

80％
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国土調査事業十箇年計画

• 地籍調査等は、昭和３８年以降、国土調査促進特別措置法
に基づく国土調査事業十箇年計画に従って実施

• 都道府県は、国土調査事業十箇年計画に基づき、都道府県
計画を定め、年度ごとに事業計画を策定

• 現在は、第５次国土調査事業十箇年計画に基づき、地籍調
査等を緊急かつ計画的に実施

第５次十箇年計画（平成１２年５月２３日閣議決定）

計画期間： 平成１２年度から平成２１年度までの１０年間
調査面積： ３４，０００平方キロメートル（地籍調査）

地籍調査が遅れている理由

• 境界等の確認（一筆地調査）に多大な手間と時間が
かかる

– 都市部は、土地が細分化され権利関係も複雑で異動が
頻繁、かつ権利意識も強い

– 山間部は、地理的条件（広大、起伏）等から調査が困難

• 行財政改革等により予算や職員の確保が困難に
なっている

• 住民・行政に地籍調査の必要性や効果の理解が進
んでいない
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全体

山村部

地域条件にあった施策を展開

都市部

• 山村境界保全事業（Ｈ１６～ ）

• 外注方式の活用（Ｈ１２～ ）
• 法務省等との連携、民活等

• 都市再生街区基本調査（Ｈ１６～Ｈ１８）
• 都市再生街区基本調査（土地活用促進調査）

平成１９年度予算案
に４０億円を計上

＜国直轄調査＞

＜国直轄調査＞

目的： 国直轄の事業として、都市部の地籍整備を推進す
るための基礎的条件の整備

対象： 地籍調査未了の人口集中地区（ＤＩＤ）

面積・・・約１０，１００平方キロ

市区町数・・・７２１ （平成１８年４月１日現在）

期間： 平成１６年度～１８年度

都市再生街区基本調査の概要 国直轄調査
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• 約２０万点の街区基準点を整備

街区基準点

都市再生街区基本調査の内容

基準点を200ｍ間隔の高密度で整備

公図と現況のずれ公表システム

横浜市（新横浜駅周辺）の例
ずれの程度により彩色している

（青色は10cm以下、灰色は１０ｍ以上。公図によりズレの程度が大きく異なる)

調査成果をもとに都市部における公図と現況のずれをインターネットにより公表
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〈 都市中心部などで無計画な市街化が進んだ地域 〉

官民境界をはじめとし
た境界情報の未整備が
開発停滞の要因となり
潜在的な利用可能性が

生かされず

官民境界をはじめとし
た境界情報の未整備が
開発停滞の要因となり
潜在的な利用可能性が

生かされず

境界の現地
での混乱

稠密な

土地利用

調査成果を基に土地活用や
まちづくりの構想等を策定

事業化

このような地域で

土地活用やまちづくりの構想を早期に具体化
していくためには地籍整備の前提となる街区の

外周位置を速やかに把握することが必要
骨太2006、経済成長戦略大綱、

都市再生本部資料
「都市部における地籍整備を推進」

街区外周の屈曲部分の
街区点 ■ を調査・測量

土地の有効
活用を促進

基本調査で
設置した
基準点

街区点 ： 街区外周の官民境界点

基本調査で測量
した公図四隅の

街区点

都市再生街区基本調査（土地活用促進調査） 国直轄調査

平成１９年
度予算案
に４０億円
計上

山村境界保全事業の概要

674
万人

(100%)

59
万人

(8.7%)

409
万人

(60.7%)

206
万人

(30.6%)

振興山村

(昭和40
年)

12,693
万人

(100%)

451
万人

(100%)

合計

2,201万
人

(17.3%)

8,622
万人

(67.9%)

1,847万
人

(14.6%)

全国

(平成12
年)

127
万人

(28.1%)

263
万人

(58.3%)

62
万人

(13.7%)

振興山村

(平成12
年)

65歳～15～64
歳

０～14歳

○ 極めて精度の悪い公図が
存在

○ 高齢化及び森林の荒廃が
進む山村において、不明
確な土地境界が増加

土地の境界に詳しい者が存在するうちに境界を
保全する必要あり

簡易な手法による境界保全手法を国の直轄事業
としてモデル的に実施

国直轄調査
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現地関係者と調整の上、
境界のおおよその位置を
確認

簡易な測量手法により、境
界に座標値を与える

森林組合等が管理する森
林の図面に、座標値により
境界の位置を示し、森林境
界の現況図を作成

山村境界保全事業の概要

検討すべき課題と検討方法

1. 国土調査促進特別措置法に基づく十箇年計画制度による現在の調査に
ついてどう評価するか。

2. 社会・経済情勢の変化の中で、国土調査のあり方等についてどのように
考えていくか。

3. 調査実施上の具体的な課題及び既存の成果の活用手法等についてどの
ように考えていくか。

①都市について
・ 都市部市町村での地籍調査の実施体制をどう構築していくか。
・ 都市部向けの調査手法をどう改善していくか。

②山林について
・ 地籍調査の調査手法を山林に適したものとなるようどう改善するか。
・ 新たな測量技術を活用し調査をどう効率化していくか。

検討すべき課題

検討方法

企画部会に地籍調査促進検討小委員会を設け、多数の関係者の意見を伺い
ながら検討を進める。
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国土交通省 土地・水資源局
国土調査課


